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北九州市中小企業振興条例（素案）

前文

北九州市は、江戸時代に城下町として栄えた小倉、明治以降に石炭積出港として栄えた

若松、官営八幡製鐵所が建設され日本の近代産業発祥の地として発展した八幡と戸畑、陸

海の交通の要衝として重要な役割を果たした門司という５つの個性を持った都市が、世界

に例のない対等合併により誕生し、さまざまな企業が集積するたくましい産業都市、また

環境先進都市として発展してきた。

その発展を支えているのが、創意工夫を凝らした特色ある事業活動を行うことによって、

最先端の技術と優秀な人材を提供し続けてきた中小企業である。

中小企業は、その経済活動による市民の雇用の確保、消費生活の充実、女性の社会参画

の推進などの本市経済への寄与にとどまらず、まちづくりや災害対応など、市民生活を支

え地域社会に貢献する役割も果たしており、中小企業の存在は、市民生活の向上にとって

欠くことのできないものである。

近年、本市の中小企業を取り巻く状況は、グローバル化に伴う急激な経営環境の変化や

少子高齢化による消費の減退などにより、厳しさを増している。

今こそ、本市の中小企業の経営基盤を強化するとともに、本市の中小企業が飛躍の機会

を見出し、国内外の需要の変化を捉えた新たな市場の開拓に向けて、その力を存分に発揮

し成長できる環境を中小企業者、市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市

民が一体となって創り、本市の持続的な経済発展や豊かな地域社会の形成につなげていか

なければならない。

ここに、本市の中小企業の振興に向けた基本理念等を明らかにし、施策を総合的に推進

するため、北九州市中小企業振興条例を制定する。

【解説】

本条例を制定するに至った経緯を明確にするために前文を置いています。

本市は、ものづくりを基幹産業とした産業都市として発展してきました。その発展を支

えているのが、中小企業です。また、中小企業は、本市経済への寄与だけでなく、まちづ

くりや災害対応など、地域社会に貢献する役割も果たしており、中小企業は、市民生活の

向上にとって欠くことのできない存在です。

しかし、中小企業を取り巻く状況は、厳しさを増しています。

そこで、本市の中小企業の経営基盤を強化し、本市の中小企業がその力を存分に発揮し

成長できる環境を中小企業者、市、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民

が一体となって創り、本市の持続的な経済発展や豊かな地域社会の形成につなげていくた

めに、この条例を制定しました。
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（目的）

第１条 この条例は、中小企業が本市経済の発展において果たす役割の重要性に鑑み、中

小企業の振興の基本となる事項を定めることにより、中小企業の健全な発展及び市民生

活の向上を図ることを目的とする。

【解説】

 この条例は、中小企業の健全な発展と市民生活の向上を図ることを目的としています。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「法」という。）
第２条第１項各号のいずれかに該当するものであって、市内に事務所又は事業所（以

下「事業所等」という。）を有するものをいう。

(2) 中小企業団体 商工会議所、商店街振興組合、事業協同組合その他の中小企業の振
興を目的とする団体のうち市内で活動するものをいう。

(3) 大企業者 市内で事業活動を行う者のうち中小企業者以外のものをいう。
(4) 小規模企業者 法第２条第５項に規定する小規模企業者であって、市内に事業所等
を有するものをいう。

(5)  大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専
門学校並びに中小企業の振興に係る研究及び事業化の促進に取り組む機関をいう。

【解説】

 この条例で用いられる用語の定義です。

（基本理念）

第３条 中小企業の振興は、中小企業者が経営の改善及び革新並びに経営基盤の強化（以

下「経営改善等」という。）に自主的に努めるとともに、市、中小企業団体、大企業者、

金融機関、大学等及び市民が連携して中小企業者を支援することを基本として推進され

なければならない。

 【解説】

  この条例は、中小企業者が経営の改善及び革新並びに経営基盤の強化に向かって自主

的に努力した上で、市、中小企業団体、大企業者、大学等及び市民が連携して中小企業

者を支援することによって中小企業の振興が推進されるという考え方に立っています。

（中小企業者の責務）

第４条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に応じ、経営改善等に自主的に努めるも

のとする。

２ 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会

的責任を自覚するとともに、中小企業者相互の連携及び協力に努めるものとする。

３ 中小企業者は、人材の育成及び従業員がその能力を十分に発揮するための働きやすい

環境の整備に努めるものとする。
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４ 中小企業者は、中小企業団体が中小企業の振興に関する活動を実施するときは、当該

活動に協力するよう努めるものとする。

 【解説】

  人材の育成や働きやすい環境の整備、中小企業の振興を図るために当事者である中小

企業者が取り組むべき事項を責務として規定しています。

なお、「責務」とは、法的な義務を指すものではなく、それに向けて努力するべきであ

ることやそのような役割を担うべきであることを表した条例上の用語です。

（中小企業団体の責務）

第５条 中小企業団体は、中小企業者の事業活動を支援するに当たっては、中小企業者と

ともに、第３条に規定する基本理念の実現に取り組むよう努めるものとする。

 【解説】

中小企業の振興を図るために中小企業団体が取り組むべき事項を責務（努力義務、役

割）として規定しています。

（大企業者の責務）

第６条 大企業者は、中小企業者へ業務を発注する等の場合には、第３条に規定する基本

理念の実現に取り組むよう努めるものとする。

２ 大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、

市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

【解説】

中小企業の振興を図るために大企業者が取り組むべき事項を責務（努力義務、役割）

として規定しています。

（金融機関の責務）

第７条 金融機関は、中小企業者の事業活動に対し、必要な融資を行う等の方法により、

積極的な支援に努めるものとする。

２ 金融機関は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、

市が実施する中小企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

【解説】

中小企業の振興を図るために金融機関が取り組むべき事項を責務（努力義務、役割）

として規定しています。

(市民の理解及び協力) 
第８条 市民は、中小企業が本市経済の発展及び市民生活の向上において果たす役割の重

要性を理解し、中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

【解説】

中小企業の振興を図るためには、市民理解と協力が必要であることを規定しています。
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（市の責務）

第９条 市は、第３条に規定する基本理念にのっとり、中小企業者の経営改善等を促進す

るための施策を総合的に実施するよう努めなければならない。

２ 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、国、県その他関係地方

公共団体、中小企業者、中小企業団体、大企業者、金融機関、大学等及び市民と協力し

て、効果的に実施するよう努めなければならない。

３ 市は、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、中小企業者に関する実

態の把握に努めるとともに、中小企業者の意見の反映に努めなければならない。 

４ 市は、中小企業者の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を

図ることにより、中小企業者の経営基盤の強化を促進するよう努めなければならない。

５ 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、予算の適正な執行並

びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行を確保しつつ、中小企業者の受注機会の

増大に努めなければならない。

６ 市は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者（以下「指定管理者」という。）の選定に当たっては、予算の適正な執行並びに透

明かつ公正な選定手続及び当該公の施設の効果的な管理を確保しつつ、中小企業者の参

入機会の増大に努めなければならない。

７ 市は、出資法人（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５２条第１項に

規定する法人をいう。）、市からの工事の発注、物品及び役務の調達等を受けたもの並び

に指定管理者に対し、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、中小企

業者の受注の機会の増大を図るよう努めることを求めることができる。

８ 市は、中小企業者が安心して暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）の排除のための活

動に取り組むことができるよう、警察等の関係機関と連携してその安全の確保に努めな

ければならない。

９ 市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深め、協力を促進するための施策を推進

するよう努めなければならない。

１０ 市は、学校教育において、中小企業が本市経済の発展に果たす役割の重要性並びに

中小企業者の実績及び魅力を児童生徒が理解できるための施策を推進するよう努めなけ

ればならない。

【解説】

中小企業の振興を図るために市が取り組むべき事項を責務（努力義務）として規定し

ています。

市が行う工事の発注、物品及び役務の調達等（４項）、指定管理者の指定（５項。公共

施設の管理を行う団体）を行う際等に、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な選定手

続及び当該公の施設の効果的な管理を確保しつつ、中小企業者の参入機会の増大に努め

なければならないこと等を規定しています。

また、中小企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、中小企業者に関する実

態の把握に努めるとともに、中小企業者の意見の反映に努めなければならないこと（３

項）等を規定しています。 
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（小規模企業者への配慮）

第１０条 市は、中小企業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、経営資源の確保が

特に困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するよう努めるものとする。

 【解説】

  市が、この条例を運用するに当たっては特に小規模事業者に配慮することを規定して

います。

（地域商業の活性化）

第１１条 市は、商店街（北九州市商店街の活性化に関する条例（平成２５年条例第３５

号）第２条第１号に規定する商店街をいう。）の活性化を図るための必要な施策を講ずる

に当たっては、その施策が中小企業の支援に資するものとなるよう努めるものとする。

 【解説】

  商店街には中小企業者が多いことから、北九州市商店街の活性化に関する条例と本条

例との調整について規定しています。

（財政上の措置）

第１２条 市は、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるよう努めるものとする。

【解説】

  市が、中小企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めることを規定しています。

（議会への報告等）

第１３条 市長は、中小企業の振興に関する施策の実施状況について、毎年、議会に対し

て報告するとともに、議会への報告後は、速やかに公表するものとする。

【解説】

  この条例に基いて市が行う中小企業の振興施策の進行状況を議会が確認できるよう、

施策の実施状況について、毎年、議会に報告するとともに、報告後は、速やかに公表し

なければならないことを市長に義務づけています。

付  則

この条例は、平成  年 月 日から施行する。


